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●手話言語
法制定推進

事業の国内
調査研究で

整理された
５つの権利

全日本ろう
あ連盟が日

本財団の助
成を受けて

2010（平成
22）年に立

ち上げた手
話言語法制

定推進事業
では、まず

国内と海外
において調

査を

行った。海
外調査は、

手話言語法
を制定して

いる国・地
域を対象に

実施

され、その
結果は「世

界の手話言
語に関する

法制度の状
況（第７章

02）」

にまとめら
れている。

一方、本章
で取り上げ

る「手話言
語の５つの

権

利」の基礎
となった国

内調査は、
きこえない

人たちが手
話言語に関

して

どのような
差別を受け

てきたと感
じているの

かを明らか
にする目的

で実

施されたも
のである。

過去に実施
された調査

データ、き
こえない人

たちへの個
別ヒアリン

グ、全日本
ろうあ連盟

の機関紙「
日本聴力障

害新聞」の
バックナン

バー

など、聴覚
障害者に関

係する書籍
や資料から

抽出された
、手話言語

に関

「手話（し
ゅわ）」の

授業があ
る

手話が使
える病院

ろう児が生
まれたら、

保護者に
は正しい

手話の情
報を

年配のろう
者と次世代

のろう者が

世代を超
えて手話で

会話

手話で学
べる授業

図　手話言
語の５つの

権利の木

出典：全日
本ろうあ連

盟（2016）『
手話でGo

2 ! ～手話の
ある豊かな

社会を　手
話言語法制

定に向けて
～』

する差別的
な事例の数

は 1,214 個
となり、分

析の結果次
の５つのカ

テゴ

リーに分類
された。

全日本ろう
あ連盟はこ

の分類され
た類型をも

って、手話
言語の５つ

の

権利とし、
手話言語法

制定を推進
する取り組

みの冊子な
どで啓発を

図っ

ている。以
下、５つの

権利をそれ
ぞれに該当

する象徴的
な差別的な

事例

をあげて解
説する。

●手話言語
を獲得する

：乳幼児期
に手話言語

を母語とし
て獲得する

権利

言語（母語
）は家庭に

おいて親か
ら子へ伝承

されるのが
一般的であ

る

が、きこえ
ない子ども

を持つ親の
９割が手話

言語を身に
付けていな

いた

めに、手話
言語が親

から子へ
伝承され

る例は極
めて少な

い（第３章
参

照）。その
ため、子ど

もが手話言
語と出会う

機会がない
、家庭の音

声コ

ミュニケー
ションに参

加できない
、親が手話

言語と出会
う機会がな

いな

どにより、
母語の習得

に関して差
別を受けた

と感じるき
こえない成

人が

非常に多い
。きこえな

い子どもが
手話言語を

母語として
獲得するに

は、

家族や身近
な人たちに

手話言語に
関する十分

な情報提供
と、きこえ

ない

子どもの手
話言語獲得

と周りの人
たちの手話

言語習得を
支援する環

境が

保障されて
いる必要が

ある。手話
言語の獲得

・習得が十
分に保障さ

れて

いることが
「手話言語

で学ぶ」「
手話言語を

学ぶ」「手
話言語を使

う」た

めの大前
提となる

ため、「５
つの権利

」を描い
た「権利の

木」のう
ち

「幹」の部
分に「手話

言語を獲得
する」権利

をあてはめ
ている。

●手話言語
で学ぶ：手

話言語を使
う教員から

、または手
話言語の通

訳を

通して、も
のごとを学

ぶ権利

きこえない
子どもが手

話言語を母
語として獲

得したとし
ても、学校

教

育において
手話言語の

使用を通し
て学ぶ環境

が十分でな
ければ、学

ぶ権

利が保障さ
れていると

は言えない
。きこえな

い子どもが
集まって学

ぶ聴

覚特別支援
学校（ろう

学校）で授
業を行う教

員が手話言
語を身に付

けて

料

資

料

資
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基本計画」という。）を策定するなかで、ろう者が、手話言語を使用して豊かな生活を営むことができるよう手話言語の言語活動及び文化振興に関する総合的な施策に関する計画を策定しなければならない。２　国及び地方公共団体は、障害者基本計画において、手話言語の言語活動及び文化振興に関する施策を策定し実施するにあたっては、手話言語審議会の意見を聴かなければならない。

第二章　手話言語の獲得及び習得
（手話言語の獲得）
第５条　ろう児は、手話言語を獲得する機会及びろう社会の言語的な同一性が促進される環境が保障される。
２　国及び地方公共団体は、ろう児、その保護者及び家族に、手話言語及び日本語の言語に関する能力（以下「言語能力」という。）の涵養の観点から必要な情報を提供しなければならない。
３　国及び地方公共団体は、手話言語に関する理解を深めるため、ろう児の保護者及び家族に対する手話言語を学習する機会の提供並びに教育に関する相談及び支援を行う。
（手話言語の習得）
第６条　ろう児は、手話言語の言語能力及び言語文化の理解を深めるために、発達段階に応じて手話言語を学習する機会が保障される。２　国は、学校教育法に定める学習指導要領に手話言語の位置づけを策定し、ろう児を対象にした特別支援学校等においては必須教科とする。３　前項において、ろう児が、特別支援学校以外に在籍している場合は、手話言語の学習に関する必要な措置を講じる。
４　国及び地方公共団体は、日本語獲得後に失聴した者に、意思疎通手段のひとつとして手話言語を学習する機会を提供しなければならない。５　国及び地方公共団体は、日本語による文字情報を手話言語に翻訳された映像を、学習教材として提供できるように努めなければならない。

第三章　手話言語の使用
（教育）
第７条　ろう児・ろう者（以下、ろう児等）は、その障害に基づく差別を受けることなく、等しく教育を受ける権利を有し、手話言語で教育を受ける機会が保障される。
２　ろう児等が通学する学校の設置者は、ろう児等が手話言語を学び、かつ、手話

■日本手話言語法案
https://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/20190515-sgh-houan.pdf

第一章　総則

（目的）
第１条　この法律は、日本手話言語（以下「手話言語」という。）を、日本語と同等の言語として認知し、もってろう者が、家庭、学校、地域社会その他のあらゆる場において、手話言語を使用して生活を営み手話言語による豊かな文化を享受できる社会を実現するため、手話言語の獲得、習得及び使用に関する必要な事項を定め、手話言語に関するあらゆる施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする。
（定義）
第２条　この法律において、「手話言語」とは、日本のろう者及び盲ろう者等が、自ら生活を営むために使用している、独自の言語体系を有する言語を指し、豊かな人間性の涵養及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産をいう。
２　「ろう者」とは、聞こえない者（聞こえにくい者も含む）のうち手話言語を使い日常生活又は社会生活を営む者をいう。３　「ろう児」とは聞こえないまたは聞こえにくい児童（乳児（および）幼児含む）のことをいう。
４　「ろう社会」とは主にろう者等によって構成され、手話言語を使い日常生活または社会生活を営む共同社会のことをいう。（国及び地方公共団体の責務）
第３条　国及び地方公共団体は、第１条の目的の達成を遂行するため、ろう者が手話言語を使用して豊かな生活を営むことができるよう、手話言語の言語活動及び文化振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。（障害者基本計画等）
第４条　政府は、障害がある者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者
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手話で学ぶことの大切さを実感したのは大学生のときでした。大学に入学するまでは「き

こえる人」が大多数を占める社会で育ったため、手話を通して学ぶ場がなかったのです。

中学校までは身近に「きこえない人」がおらず、手話でコミュニケーションを取る機会

に恵まれませんでした。口話・読話・筆談を使い分けることでコミュニケーションを図り

ましたが、特別な情報保障はなく、授業やグループの会話についていくのに苦心したこと

を覚えています。授業の聞き取りに神経をすりへらすよりも、自分で勉強した方が効率的

だと思うことが多くなり、徐々に授業中の自習が増えました。特に辛かったのは休み時間

でした。自然な音声コミュニケーションが難しいため、なかなか同級生の会話の輪に入れ

ないことが悔しくて仕方なかったのです。こうして振り返ってみると、インテグレーショ

ン（統合教育）の環境における「きこえない」という障壁が、学力だけでなく社会性の形

成に関してもネガティブな影響を与えていたように思います。

初めて手話に触れたのは高校生のときでした。きこえない同級生と出会い、筆談・身振

り・指文字などを通して仲良くなりました。やがて放課後に手話サークルが開かれるよう

になり、そこで指文字や簡単な手話を教わりました。小さなコミュニティでしたが、手話

と指文字で安心してコミュニケーションをとれる場ができたことが嬉しく、新しい世界へ

の扉を見つけた気がしました。この時は深く考えていませんでしたが、がんばっても「き

こえる人」と同じように会話できない音声コミュニケーションから離れ、「きこえない」

という制約を取り払って自然なコミュニケーションが取れる「手話」の可能性に触れた瞬

間でした。
高校卒業後は、専門学校に進学し歯科技工士を志しますが、私が通った専門学校や会社

には「きこえない人」がおらず、手話からは遠ざかっていました。その後、会社を退職

し、聴覚障害があることを一つの入学条件とする筑波技術大学に入学しました。ここには

全国から様々な聴力レベルの学生が集まり、授業や日常会話の多くは手話を介して行われ

ます。「きこえる」集団の中で音声コミュニケーションに苦心しながら育った私にとって

は夢のような環境でした。ろう者文化を学ぶ機会や豊かな手話表現をもつ人との出会いに

も恵まれ、高校生のときに触れた新しい世界への扉がやっと開かれたように思います。手

話を中心としたコミュニティに積極的に参加するようになり、学業の面だけでなく社会性

を育む上でも、手話がポジティブな影響を及ぼすことを実感しました。「きこえない」こ

とをネガティブにとらえていた私が「きこえない人」として誇りをもって生きようという

ポジティブな考えをもてるようになったことが、手話言語を通して得た学びの中で最も大

切なものだと思っています。

手話言語が開いてくれた新しい世界への扉

片岡和也

一般企業 /筑波技術大学産業技術学部産業情報学科卒業生

コラム 手話言語で学ぶことの大切さ
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